令和８年度　環境対応ディーゼル車助成金交付要綱

（公社）秋田県トラック協会
（目的）

第　１条　この要綱は、秋田県トラック協会（以下「秋ト協」という）の会員事業者が、環境対策事業の一環として低公害な環境対応ディーゼル車を導入する場合に、助成金を交付し環境保全対策に資することを目的とする。
（助成対象）

第　２条　当該年度に事業用（緑ナンバー）として、環境対応ディーゼル車（中古車不可）を新たに導入した会員とする。
２．導入形態は、買取り・リース・割賦等も含めるものとする。
（対象車種）

第　３条　対象とする車種は次の通りとし、新車とする。

ポスト新長期規制適合車識別記号１桁目L、Q、S、T、2、２桁目J、K、N、P、Q、R、S、Tの３桁の車両
　　　２．１社の補助対象台数は１台とする。なおトラクタとトレーラについては、セッ
トで導入する場合は１台として計算する。
（助成金額）

第　４条　上記の条件に適合する車両を導入した場合は、次の計算式で算出した金額を助成する。

　購入価格 × ０．８％ ＝ 助成額

(１万円未満の端数は切り捨てとします)

２．購入価格の上限を２,０００万円とし、消費税と諸費用を含める。
３．下取車は、現金とみなして計算する。
　　　４．リース、割賦等についてはその総額を対象とする。

（実施期間）

第　５条　事業の実施期間は、２０２６年４月１日から２０２７年２月末日までに登録し、
代金の支払いが完了した車両とする。但し、事業実施期間でも予算額に達した場合は終了とする。
※支払いが完了していない時点での申請は無効となります。
※申請書は２月末日必着となります。それ以降の申請については無効となりますのでご留意下さい。
※事前申請をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
（助成適否の事前申請）

第　６条　助成を受けようとする場合は、事前に、令和８年度環境対応ディーゼル車助成金事前承認申込書を秋ト協へ提出しなければならない。
２．事前申込は、当該年度の１月末日までとする。
（助成方法）

第　７条　導入が完了したときは、令和８年度環境対応ディーゼル車助成金交付申請書に必要事項を記入の上、秋ト協宛に郵送・持参等により原本を提出する。

　　　２．前項の定める申請書には、請求書、領収書、リース・割賦の場合は注文書、契約書、車検証、誓約書の各写し等必要書類を添付する。
　※リース車両を導入した場合は、申請時にリース契約書を添付する。
その際、リース契約書の車体番号や登録番号の欄が空欄あるいは「物件受取書
に記載のとおり」等になっている場合は、物件受取証等の車両を確認（特定）
できる書類を添付する。
（助成金の支払い）

第　８条　秋ト協は、助成金の交付申請があった場合は、その内容を精査し、適正と認めた時は助成金を交付する。
（処分の制限）

第　９条　会員は、助成金を受けた車両を導入の日から５年間は譲渡、廃棄、貸付または担保の用に供してはならない。ただし、秋ト協の承認を得た場合はこの限りではない。
（助成の制限）

第１０条　この助成金について、近代化基金融資制度の残高がある場合は、この制度を利
用できない。

２．国の補助金として、低炭素型ディーゼルトラックを対象とした補助金（１０万円以上～７５万円以内）を、法人として１両以上受けた場合は制度を利用できない。この補助金については、申請時点において判断する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
